
京田辺市子どもの学習・生活支援事業 
企画提案 募集要領 

 
京田辺市健康福祉部社会福祉課 

 
１ 事業の趣旨・目的 

京田辺市では、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯及び生活保護世 
帯の中学生並びにその保護者に対して、学習の援助及び育成環境の改善に関 
する助言、進路選択その他の教育に関する助言等を行い、将来自立した生活 
ができるように必要な生活能力や学力等の獲得を目的として、「京田辺市子 
どもの学習・生活支援事業（以下「本事業」という。）を実施することとし 
ており、実施にあたり、次のとおり具体的な企画提案を募集する。 

 
２ 業務概要 
 （１）業務名 京田辺市子どもの学習・生活支援事業 
 （２）業務内容 別紙「京田辺市子どもの学習・生活支援事業仕様書」のと 

おり 
 （３）契約期間 契約締結日から令和４年３月３１日まで 
 （４）実施場所 キララ商店街内（京田辺市河原御影１０－７０、以下「居 

場所」という。） 
 （５）委託上限額 月額１７１，３２５円（税込） 
          総額１，３７０，６００円（税込） 
 
３ プロポーザルに係る日程 

公募及び質疑受付開始 公告日 
質疑の締め切り 令和３年 ７月１３日（火） 
質疑回答（ホームページ公開） 令和３年 ７月１５日（木） 
参加申込書、企画提案書受付締め切り 令和３年 ７月１９日（月） 
参加資格審査・書類審査（１次審査） 
結果通知（郵送及びホ―ムページ公開） 

令和３年 ７月２１日（水） 

・プレゼンテーション・ヒアリング 
（２次審査） 

令和３年 ７月２８日（水） 

優先交渉者順位決定通知 
（郵送及びホームページ公開） 

令和３年 ７月３０日（金） 

 
４ 参加資格 
  次の要件を全て満たす団体であること。 
 （１）子どもの学習支援又は相談支援の実績（例：学習塾の経営）があり、 

本事業の趣旨を理解し、事業を適切、公正、中立、かつ効果的に実施で 
きる者であること。 



 （２）京都府内に営業・運営拠点を有していること。 
 （３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項 

各号に規定する者でないこと。 
 （４）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札等への 

参加を排除されている者でないこと。 
 （５）京田辺市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 
 （６）暴力団関係事業者等でないこと。 
 （７）宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。また、特定の公 

職者（その候補者を含む）若しくは政党を推薦し、支持し又はこれらに 
反対することを目的とする団体でないこと。 

 
５ 業務の再委託 
  受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。 
  ただし、一部の業務についてあらかじめ市長の承諾を得たときは、この限 
りではない。 

 
６ 参加手続等 
 （１）担当課及び問い合わせ先 
    京田辺市健康福祉部社会福祉課地域福祉係（２階９番窓口） 
    郵便番号 〒６１０－０３９３ 

住所   京田辺市田辺８０番地 
    電話番号 ０７７４－６３－１１２７  
    ＦＡＸ  ０７７４－６３－５７７７ 
    メールアドレス fukushi@city.kyotanabe.lg.jp 
 （２）企画提案募集要領に関する事項 
   ア 交付期間  

公告日から令和３年７月１９日（月）１７時まで 
（土曜日、日曜日及び祝日は除く。交付時間は午前９時から午後５ 
時まで） 

   イ 交付場所 （１）に同じ 
   ウ 交付方法  

（１）で交付するほか、京田辺市健康福祉部社会福祉課のホームペ 
ージにおいてダウンロードすることができる。 

 （３）参加申込書及び企画提案書に関する事項 
   ア 交付期間及び場所 （２）のア及びイに同じ 
   イ 提出期限 令和３年７月１９日（月）１７時まで 
   ウ 提出場所 （１）に同じ 
   エ 提出方法  

持参又は郵送による。郵送の場合は、（１）まで電話連絡し、到着 
を確認すること。 



 
７ 質疑・回答 
 （１）受付期限：公告日～令和３年７月１３日（火）午後５時必着 
 （２）質疑方法：持参のほか電子メールにより、６の（１）に提出するこ 

と。 

 （３）質疑様式等：様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 
   ア 件名は「京田辺市子どもの学習・生活支援事業に関する質問」とす 

ること。 
   イ 質問者の会社・団体名、部署名、氏名、電話番号、メールアドレス 
    を記載すること。 
   ウ 質問内容を端的に表す標題を本文に記載すること。 
    ※企画提案書の審査に係る質問には回答しない。 

 （４）回答日：令和３年７月１５日（木） 

（５）回答方法：質問への回答は、京田辺市健康福祉部社会福祉課のホーム 
ページに掲示し、個別には回答しない。 

 
８ 応募書類 
 （１）参加意思表明書（様式１） １部 
 （２）企画提案書（任意様式） ６部 
 （３）価格提案書（見積書）（任意様式） １部 
    記載要領 
    ①作成日、応募者の名称又は商号、代表者職氏名を記載の上、代表者 
     印を押印 
    ②価格提案書については、居場所を月８回、各日２時間運営した場合 

における月額費用について記載すること。また、人件費については 
、職種ごとの時給を記載すること。 

    ③金額は、本事業の本体価格（税抜）、消費税額（地方消費税を含む 
     ）を別々に記載し、それらの合計額を明記すること。 
 （４）団体概要書（様式２） １部 
    会社概要・パンフレット等を添付のこと。 
 （５）営業経歴書（様式３） １部 
 （６）再委託予定調書（様式４） １部 
    該当する場合のみ提出 
 
９ 企画提案書記載事項等 
  別紙「京田辺市子どもの学習・生活支援事業仕様書」に基づき、下記の項 
目を含む提案書を作成すること。 
（１）業務概要について 
   事業実施についての基本的な考え方・提案内容の特徴等について、簡 

潔に記載すること。提案者の支援業務の特性、実績をどのように活用す 



るかなどを記載すること。 
 （２）実施体制について 
   ア 事業運営体制 
     提案者において直接担当する部門の体制について、提案すること。 
   イ 支援従事者の人員配置について 
     配置を予定している、業務責任者・支援員・指導員の能力及び実績 

について記載し、その者を新規雇用する場合は、その確保の方法を提 
案すること。 

 （３）運営業務内容について 
   ①業務の流れ・スキーム 
    ア 業務の流れについて、フロー図等で具体的に提案すること。 
    イ 支援内容、支援対象の中学生等及びその保護者、関係機関との連 
     携方法など、事業全体のスキームについて提案すること。 
   ②支援方法等 
    実施する支援内容、方法等について、具体的な提案をすること。 
 （４）その他の提案 
    その他、提案者ならではの強みを活かした自由な提案をすること。 
 （５）提出された書類の取扱い 
   ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の 

候補者の選定以外の目的では使用しない。ただし、公文書公開請求が 
あった場合には、京田辺市情報公開条例に基づき取り扱うこととする 
。 

   イ 提出期限後の企画提案書の修正、差し替えは認めない。ただし、京 
田辺市が修正を求める場合を除く。 

   ウ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において 
    、複製を行うことがある。 
   エ 提出された応募書類は返却しない。 
   オ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 
   カ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づい 
    て保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、

生じた責任は提案者が負う。 
 
１０ 評価方法等 
 （１）評価基準：別紙「評価基準表」のとおり 
 （２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 
    企画提案書及び価格提案書（見積書）について、プレゼンテーション 

及びヒアリングを実施する。 
実施日等：令和３年７月２８日（水） 
場  所：京田辺市役所内又はその近隣 
 ※詳細は提案者に対して別途連絡する。 



 （３）評価方法 

    企画提案書、価格提案書（見積書）、プレゼンテーション及びヒアリ 

ングにより評価基準に基づき、選定委員が評価する。 

 （４）候補者の選定方法 

   ア 失格者を除いた者の内、（３）の総合点が最も高い者を、契約の相 

手方の候補者として選定する。 

   イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書（見積書）の金額が最も安 

価な者を契約の相手方の候補者として選定する。なお、金額も同額の 

場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で価格提案書を 

再作成し、再提出された価格提案書（見積書）の金額が最も安価な者 

を契約の相手方として選定する。 

   ウ ア、イに関わらず、総合点が６０点未満の場合は、候補者として選 

定しない。 

 （５）その他 

    次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

    ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

    イ 本募集要項に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に 

違反した場合 

    ウ 価格提案書（見積書）の金額が２の（５）の委託上限額を超える 

場合 

    エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

    オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場 

     合 

 

１１ 選定結果の通知・公表 

  候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、下 

記項目について、京田辺市健康福祉部社会福祉課のホームページにおいて公 
表する。 
【公表事項】 
 （１）候補者の名称及び総合点 
 （２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 
   ※（１）以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で表記す 
    る。 
   ※参加者２者の場合、次点者の得点は公表しない。 
 （３）選定委員の所属及び役職名並びに氏名 
 

１２ 契約手続 
（１）契約交渉の相手方に選定された者と京田辺市の間で、委託内容、経費 

等について再度調整を行った上で協議が整った場合、地方自治法施行令 
第１６７条の２第１項第２号による随意契約（単価契約）を締結する。 



（２）契約代金の支払いについては原則として清算払いとする。ただし、受 
託者からの請求により、その必要があると認められる時は、前金払いが 
できるものとする。 

 （３）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、 
   その理由を記載した辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位を 

候補者とする。 
 
１３ その他 
 （１）参加意思表明書提出後に辞退する場合は、６の（１）に速やかに連絡 

した後に、辞退届（様式５）を提出すること。 
 （２）本事業は、京田辺市の委託事業となるため、以下の点に留意すること 
   。 
   ア 事業の成果等は京田辺市に帰属する。 
   イ 委託契約の締結に当たっては、地方自治法や京田辺市会計規則をは 

じめとする諸規程が適用される。 
 （３）実現性が低い内容を提案内容に含めることは避けること。候補者に決 

定された後においても、契約履行が困難と判断した場合には、契約を締 
結しない場合がある。 

 （４）提案に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 
 （５）参加者が１者の場合は、本プロポーザルを中止することがある。 


